
 

 

令和６年度の公益通報実績 

NO 受付日 通報先 通報者 
該当 

ｾﾝﾀｰ 
概  要 

受理・ 

不受理 

調査結果 

（不受理の理由） 
是正措置 その他 

1 R6.4.3 本部 匿名 精神 職員の不適切な行為 不受理 
通報要件に該当せず 

（既に通報事案に対応） 
― ― 

２ R6.4.8 本部 匿名 精神 職員に対する苦情 不受理 
通報要件に該当せず 

（苦情、要望等に該当） 
― ― 

３ R6.5.2 本部 職員 急性期 ハラスメント 受理 通報の事実は確認できず ― 

被通報者に後輩職員等 

へ指導を行う際、自ら 

の言動に十分留意する 

よう指導した。 

４ R6.5.24 本部 匿名 急性期 職員の懲戒処分 不受理 

通報要件に該当せず 

法令違反等に該当せず 

既に通報事案に対応 

― ― 

５ R6.6.12 本部 匿名 本部 職員の懲戒処分  不受理 

通報要件に該当せず 

要望、意見等に該当 

内容が抽象的 
― ― 

６ R6.6.19 本部 匿名 急性期 職員の懲戒処分 不受理 
通報要件に該当せず 

（法令違反等に該当せず） 
― ― 

７ Ｒ6.7.2 本部 匿名 母子 ハラスメント 受理 通報の事実は確認できず ― 

被通報者に言動には

注意するよう注意指

導した 

８ Ｒ6.7.2 本部 職員 がん コンプライアンス違反 受理 通報の事実を確認した 
不適切な行為を行った職員に対 

し、服務上の措置等を実施した 
― 

９ Ｒ6.7.4 本部 職員 母子 
過去の公益通報が未解

決 
受理 

通報の事実は確認できず 

通報要件に該当せず 

 内容が抽象的又は不明確 

 既に通報事案に対応 

 訴訟等での解決が適当 

 

― ― 



 

 

10 Ｒ6.7.22 本部 匿名 がん ハラスメント 受理 通報の事実は確認できず ― 

被通報者に職員には 

より丁寧・詳細に説 

明するよう指導した 

11 R6.8.29 本部 匿名 母子 ハラスメント 受理 通報の事実を確認した 人事上の措置を実施する予定 ― 

12 R6.10.4 本部 元職員 がん コンプライアンス違反 不受理 

通報要件に該当せず 

法令違反等に該当せず 

 訴訟等での解決が適当 

― ― 

13 R6.10.15 本部 匿名 母子 ハラスメント 受理 通報の事実を確認した 
該当者に不適切な発言は慎むよ 

う注意指導した 
― 

14 R6.10.18 本部 職員 はびきの ― 取下げ ― ― ― 

15 R6.10.28 本部 匿名 本部 懲戒処分の公平性 受理 通報の事実は確認できず ― ― 

16 R6.10.30 本部 匿名 母子 ハラスメント 受理 通報の事実を確認した 
該当者に不適切な発言は慎むよ 

う注意指導した 
― 

17 R6.11.7 本部 職員 母子 ハラスメント 受理 通報の事実を確認した 
該当者に対し、服務上の措置 

を実施した。 
― 

18 R6.11.18 本部 匿名 母子 ハラスメント 受理 通報の事実は確認できず ― 

被通報者に自らの言動 

に十分留意するよう、 

注意・指導した。 

19 R6.12.9 本部 匿名 急性期 苦情・要望等 不受理 

通報要件に該当せず 

 苦情・要望等に該当 

法令違反等に該当せず 
― ― 

20 R6.12.12 本部 匿名 はびきの 職員の不適切な行為 受理 通報の事実は確認できず ― ― 



 

 

21 R7.1.6 本部 匿名 がん 職員の懲戒処分 不受理 

通報要件に該当せず 

機構の事務等に非該当 

法令違反等に該当せず 

既に通報事案に対応 

― ― 

22 R7.1.8 本部 匿名 
急性期 

がん 
職員の懲戒処分 受理 通報の事実を確認した 人事上の措置を実施した ― 

23 R7.1.14 本部 匿名 急性期 ハラスメント 受理 通報の事実は確認できず ― ― 

24 R7.1.22 本部 匿名 がん 職員の懲戒処分 受理 通報の事実は確認できず ― ― 

25 R7.1.23 本部 匿名 母子 ハラスメント 不受理 
通報要件に該当せず 

（既に通報事案に対応） 
― ― 

26 R7.1.30 本部 匿名 急性期 職員の服務規律 受理 通報の事実は確認できず ― 

被通報者に勤務中に不 

適切な行為をしないよ 

う注意・指導した 

27 R7.1.30 本部 匿名 母子 ハラスメント 受理 通報の事実は確認できず ― ― 

28 R7.2.20 本部 匿名 本部 人事制度 不受理 

通報要件に該当せず 

要望、意見等に該当 

 既に通報事案に対応 
― ― 

29 R7.3.10 本部 職員 母子 人事制度 不受理 
通報要件に該当せず 

（法令違反等に該当せず） 
― ― 

30 R7.3.26 
本部 
（※） 

匿名 母子 ハラスメント 不受理 
通報要件に該当せず 

（既に通報事案に対応） 
― ― 

※コンプライアンス委員に送付されたが、匿名通報のため本部に転送 


